
　

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
き
た
い
と
い
う
思
い
は
、
誰
し
も
が
持
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
高
齢
や
障
害
な
ど
の

理
由
に
よ
り
、
判
断
能
力
が
十
分
で
な
か
っ

た
り
し
て
、
日
常
生
活
に
心
配
や
不
安
を
抱

か
れ
る
方
々
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

今
回
は
、
そ
う
い
っ
た
方
々
の
日
常
生
活

を
支
援
す
る
、｢

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援

事
業｣

と｢

成
年
後
見
制
度｣

に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

　

■
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
事
業

　

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
と
も
い
い
ま
す
。

　

判
断
能
力
に
不
安
の
あ
る
高
齢
者
や
障
害

者
が
、地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、

次
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①�

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
代
行
な
ど
を

行
う「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
」

②�

預
貯
金
の
出
し
入
れ
、
公
共
料
金
の
支
払

い
代
行
な
ど
を
行
う「
日
常
的
金
銭
管
理

サ
ー
ビ
ス
」

③�

通
帳
や
印
鑑
、大
切
な
書
類
な
ど
を
保
管
・

管
理
す
る「
書
類
等
預
か
り
サ
ー
ビ
ス
」

▼�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
事
業
を

利
用
す
る
に
は

　

市
社
会
福
祉
協
議
会
に
開
設
さ
れ
て

い
る
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
同
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
自
宅

へ
出
向
き
、
相
談
内
容
に
応
じ
た
支
援

計
画
を
作
成
し
ま
す
。
そ
の
後
、
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
援
が
開

始
さ
れ
ま
す
。

■
成
年
後
見
制
度

　

認
知
症
や
知
的
障
害
・
精
神
障
害
な
ど
に

よ
っ
て
、
物
事
を
判
断
す
る
能
力
が
十
分
で

な
い
方
に
つ
い
て
、
本
人
の
権
利
や
財
産
を

守
る
援
助
者（
成
年
後
見
人
な
ど
）を
選
ぶ
こ

と
で
、
本
人
を
法
律
的
に
支
援
す
る
制
度
で

す
。
成
年
後
見
制
度
は
、
法
定
後
見
制
度
と

任
意
後
見
制
度
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
法
定
後
見
制
度

　

�　

す
で
に
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
の

た
め
に
、
親
族
な
ど
が
家
庭
裁
判
所
に
申

し
立
て
を
行
い
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に

よ
っ
て
、
そ
の
方
の
判
断
能
力
に
応
じ
、

「
成
年
後
見
人
」「
保
佐
人
」「
補
助
人
」の
い

ず
れ
か
の
援
助
者
を
選
任
し
、
支
援
す
る

制
度
で
す
。

②
任
意
後
見
制
度

　

�　

現
時
点
で
判
断
能
力
に
問
題
が
な
く
て

も
、
将
来
に
備
え
て
援
助
者
を
選
び
、
ど

の
よ
う
な
支
援
を
し
て
も
ら
う
か
を
、
あ

ら
か
じ
め
契
約
し
て
お
く
制
度
で
す
。

▼
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は

　

法
定
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

家
庭
裁
判
所
で
の
審
判
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　

審
判
の
申
し
立
て
が
で
き
る
の
は
、
本

人
、
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
な
ど

に
限
ら
れ
ま
す
。
親
族
が
い
な
い
場
合

や
親
族
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、

市
長
が
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

任
意
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
本
人
自
ら
が
選
ん
だ
代
理

人（
任
意
後
見
人
）に
、
自
分
の
判
断
能

力
の
低
下
後
の
身
上
監
護
や
財
産
管
理

に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
代
理
権
を

与
え
る
契
約
を
公こ

う
せ
い
し
ょ
う
し
ょ

正
証
書（
法
律
の
専
門

家
で
あ
る
公
証
人
が
作
成
す
る
公
文
書
）

で
締
結
し
て
お
き
ま
す
。

　

本
人
の
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
、

家
庭
裁
判
所
に
任
意
後
見
監
督
人
を
選

任
す
る
手
続
き
を
申
し
立
て
、
選
任
さ

れ
る
こ
と
で
、
初
め
て
契
約
の
効
力
が

生
じ
ま
す
。
こ
の
申
し
立
て
は
、
本
人
、

配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
任
意
後

見
受
任
者（
契
約
を
締
結
し
た
方
）に
限

ら
れ
ま
す
。

　

市
社
会
福
祉
協
議
会
権
利
擁
護
セ
ン

タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

利
用
支
援
事
業
や
成
年
後
見
制
度
の
利

用
に
関
す
る
相
談
、
制
度
普
及
や
利
用

促
進
の
事
業
を
は
じ
め
、
同
協
議
会
が

成
年
後
見
人
と
な
る
た
め
の
法
人
後
見

事
業
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

【
問
合
先
】＝

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
グ
ル
ー
プ

（
23
）５
１
１
１（
内
線
２
６
７
４
）

市
社
会
福
祉
協
議
会　

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

永
利
町
４
１
０
７
番
地
１（
市
総
合
福
祉
会
館
内
）

（
29
）５
５
８
７

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
事
業
・

　
　
　
　成せ

い
ね
ん
こ
う
け
ん
せ
い
ど

年
後
見
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

～�

制
度
を
知
っ
て
、
将
来
に
備
え
を�

～

＊

任意後見監督人とは、
本人に代わって、任意後
見人の仕事をチェックし
てくれる人のことです。
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男女共同参画情報コーナー

　

女
性
５０
人
委
員
会
は
、
市
政
に
市
民

の
声
を
幅
広
く
反
映
さ
せ
る
た
め
、
平

成
１７
年
に
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
今

回
、｢

女
性
チ
ャ
レ
ン
ジ
委
員
会｣

と
改

称
し
、
平
成
２９
年
３
月
ま
で
の
２
年
間

の
任
期
で
、
第
６
期
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。

　

今
期
か
ら
、
定
員
は
30
人
程
度
に
な

り
ま
す
が
、
女
性
の
社
会
参
画
を
さ
ら

に
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
任
期
満
了
と

な
る
委
員
の
地
域
活
動
へ
の
参
画
支
援

な
ど
、
女
性
の
活
躍
を
総
合
的
に
支
援

し
て
い
き
ま
す
。

　

第
１
期
か
ら
４
期
ま
で
は
、
市
政
に

対
す
る
提
言
を
行
う
、
い
わ
ば
、
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
側
の
視
点
に
立
っ
た
活

動
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。

　

第
５
期
か
ら
は
、「
多
様
な
生
活
を

送
る
市
民
一
人
ひ
と
り
の
人
権
を
尊
重

す
る
た
め
に
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
だ
け

頼
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
自
身
で
何

が
で
き
る
か
」を
テ
ー
マ
に
、
調
査
・

研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
側
で

あ
る
と
同
時
に
、
提
供
を
す
る
側
で
も

あ
る
と
い
う
視
点
に
立
ち
、「
地
域
づ
く

　
　
　
　
　
　
　

り
事
業
構
想
」の
策

　
　
　
　
　
　
　

定
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
住
民
の
身
近

　
　
　
　
　
　
　

に
存
在
す
る
か
ら
こ

　
　
　
　
　
　
　

そ
、
一
人
ひ
と
り
に

　
　
　
　
　
　
　

よ
り
深
く
寄
り
添
う

　
　
　
　
　
　
　

こ
と
が
で
き
る
・
・
・

　
　
　
　
　
　
　

だ
か
らW

e　

D
o
！

〜一人ひとりが幸せを実感できるまちへ〜
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